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Challenge！

さらに前へ！住みたいまち菊川市！！
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資料１ 

菊川市長定例記者会見【令和３年 10月 13日】 

みんなで使って菊川を元気に！ 
菊川市の地域経済活性化事業について 

担当：建設経済部 商工観光課 産業振興係・商工観光係 （TEL 0537-35-0936） 

 

１ 主旨・目的 

 長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、低迷している地域経済の活

性化のため、地域経済活性化事業を実施します。 

 

２ 概要 

(1) 菊川市プレミアム付商品券「スマイルチケット２０２１」 

市内の消費喚起と事業者支援を目的としたプレミアム付商品券を販売中です。 

プレミア率は 60％！市から世帯主宛に郵送した購入引換券で、ぜひお買い求めく

ださい。 

 ①販売期間 10 月１日（金）～10 月 31 日（日） 

 ②販売場所 市内郵便局７カ所（平日：午前９時～午後５時） 

（菊川・菊川駅前・河城・横地・小笠・川上・小笠南山） 

       市内セブン-イレブン４カ所（平日・土日祝日：午前９時～午後８時） 

       （菊川本所店・菊川加茂北店・菊川加茂店・菊川赤土店） 

 ③対象者  基準日：令和３年７月 31 日に市の住民基本台帳に記載されている

世帯 

 ④商品券概要 販売金額：１セット 5,000 円（1,000 円×8枚綴り＝8,000円） 

※引換券１枚につき 2セット購入可能 

１セット Ａ券 5枚：大型店使用不可 

Ｂ券 3 枚：大型店含む全取扱店使用可 

利用有効期間：10 月１日（金）～令和４年１月 31 日（月） 

取扱店舗：約 300 店舗 



(2) みんなで使って菊川を元気に！最大 20％戻ってくるキャンペーン 

市内の飲食業、小売業等の事業者を支援するとともに、新しい生活様式の実

践例の一つ、キャッシュレス決済の普及を図るため、PayPay を活用したキャン

ペーンを実施します。 

①内容    対象店舗にて PayPay 残高でお支払いすると、会計額の最大 20％

の PayPay ボーナスが付与されます。（付与予定日は支払日翌日

の 30 日後） 

１回あたり付与上限 1,000 円相当 

期間あたり付与上限 １万円相当 

②実施期間 11月１日（月）～11月 30 日（火） 

③対象店舗 市内 PayPay 加盟店のうち、市と PayPay が対象として指定した 

市内中小規模加盟店（大手チェーン店、コンビニは対象外） 

     ※対象店舗にはポスターが掲示されています。 

     ※対象店舗は、PayPay アプリの「近くのお店」からご確認くださ

い。「応援マーク」がついている店舗が対象店舗です。 

     ※アプリは最新状況が反映されていない場合があります。店頭にて、

事前にキャンペーン対象店舗か確認をお願いします。 

     ※PayPay 株式会社と加盟店との規約上、加盟店を一覧にして公表

することができません。ご了承ください。 

④利用方法 キャンペーン期間中に市内対象店舗で買い物や飲食などの支払い

時に、PayPay 残高でお支払いします。 

※ポイント付与には条件があります。下記の①～③のいずれかを使

用する場合に適用されます。 

     ①チャージした PayPay 残高から支払う。 

     ②登録した PayPay カード（旧ヤフーカード）から支払う（PayPay

カード以外は対象外） 

     ③PayPay あと払い（一括） 

  ⑤その他  キャンペーン期間中、初心者向けにスマートフォンを使ったキャッ

シュレス決済教室を開催します。（詳細は別添チラシのとおり） 



(3) デジタル菊川産業祭スマホ deスタンプラリー 

新しい生活様式に対応した「産業祭」として、スマホを活用したデジタル（モ

バイル）スタンプラリーを開催します。 

①参加方法 ①参加店舗・施設に設置された二次元コード（QR コード）を参

加者自身のスマートフォンで読み取り、参加登録を行います。 

      ②スマートフォンを持って参加店舗・施設を回ってスタンプを集

めます。 

      ③スタンプを 10個集めて、抽選に応募します。 

      ④後日抽選で菊川市の特産品などの賞品があたります。 

②開催期間 10 月 30日（土）～12 月５日（日） 

 ※賞品内容などの詳細は現在調整中です。 







菊 川 市 ×

菊川市では、新型コロナウイルス感染症の“経済対策と新しい生活様式の促進”として本キャンペーンを実施いた
します。

市内のＰａｙＰａｙ加盟店のうち、市とＰａｙＰａｙが対象とし
て指定する中小規模加盟店。大手チェーン店を除く。
（※コンビニエンスストアは対象外です）

実 施 期 間 令和３年11月１日（月）～11月30日（火）まで

対 象 店 舗

対象店舗でＰａｙＰａｙ残高でお支払いすると、お会計額

の最大20％のＰａｙＰａｙボーナスが付与されます。
（市外にお住まいの方も対象です）
また、対象店舗で、事前注文サービス「ＰａｙＰａｙピック
アップ」を利用した場合も同様に、本キャンペーンにお
けるＰａｙＰａｙボーナス付与の対象となります。

１回あたりの付与上限1,000円相当、期間あたりの付与上限10,000円相当

ＰａｙＰａｙボーナスとして後日付与

ポ イ ン ト
付 与 条 件

消費者のみなさま キャンペーン事務局（㈱SBSプロモーション内）
電話053-456-3150（平日10:00～17:00）

事業者のみなさま （導入済）ＰａｙＰａｙ加盟店サポート窓口 電話0120-990-640
（未導入）ＰａｙＰａｙ新規受付窓口 電話0120-957-640

発行・事業主催／菊川市商工観光課

次の①～③のいずれかを使用する場合に適用されます。
①チャージしたＰａｙＰａｙ残高から支払う。
②登録したＰａｙＰａｙカード（旧ヤフーカード）から支払う（Ｐａｙ
Ｐａｙカード以外は対象外）

③ＰａｙＰａｙあと払い（一括）

その他詳しくは、菊川市ホームページを
ご覧ください。

ＰａｙＰａｙの利用方法などの詳細は、
ＰａｙＰａｙホームページをご覧ください。



初心者向け！スマホを使った

市内の対象店舗でお買い物をした際に、スマートフォン決済サービス「ＰａｙＰａｙ」
でお支払いをすると、決済金額の最大20％がポイントとして戻ってくるキャンペーンを
11月に実施します。これに合わせ、キャッシュレス決済を基礎から学ぶ体験型教室を開
催します。

主催：菊川市役所 建設経済部商工観光課 産業振興係 TEL0537-35-0936

開 催 日 時 間 会 場

10/28
（木）

①13：30～
②15：00～

プラザきくる
３Ｆ Ｅ３０３会議室

菊川市堀之内61番地

10/29
（金）

① 9：30～
②11：00～

平川コミュニティ防災センター
（ひらかわ会館 研修室）

菊川市下平川1835番地

■ 内 容

■ 講 師

■ 申 込 受 付

■ 会 場 プラザきくる／平川コミュニティ防災センター

■ 対 象 菊川市民の方

■ 定 員 各回１5名（先着順）

■ 参 加 費 無料

スマートフォンを使用して実際に体験していただき
ます。

お電話でのお申込みとなります。
下記電話番号よりお申込みください。

0537-35-0936 菊川市商工観光課 産業振興係

PayPay株式会社 牧 央弥 氏

※ 現在お使いのスマートフォンをお持ち下さい



資料２ 

菊川市長定例記者会見【令和３年 10月 13日】 

事業者の方に向けた 
菊川市の緊急経済対策について 

担当：建設経済部 商工観光課 産業振興係・商工観光係 （TEL 0537-35-0936） 

 

１ 主旨・目的 

  コロナ禍における市内中小企業者の経済活動の活性化、市内事業者の事業継続支援、

感染拡大防止対策支援のため、経済対策を実施します。 

２ 概要 

(1) ホームページ・ECサイト等構築・強化支援事業費補助金 

中小企業者及び個人事業者が自社商品として販売する地域産品等の販売促進活

動に要する経費の一部を補助します。 

※地域産品…生産、製造、加工又はその他の工程のうち、主要な部分を市内で行う

ことにより相応の付加価値が生じている商品又は主な原材料が菊川

市産である商品 

①対象者  地域産品等を自社商品として販売する中小企業者及び個人事業者 

②対象経費 ・ホームページ・ECサイトの構築、改修、デザイン等に係る経費 

         ・ホームページ・EC サイト内に自社商品として販売する地域産品の

PR 用画像又は動画の制作等に要する経費 等 

③補助額  補助対象経費の 10 分の 10（消費税を除く） 

補助上限額 10万円 

※補助金申請は、１事業所あたり１回限り 

④申請期間 10月１日（金）～12月 28日（火） 

⑤補助対象期間 10月１日（金）～令和４年 2月 28日（月） 

⑥申請先  商工観光課産業振興係 TEL 0537-35-0936 



(2) まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う小規模企業者応援給付金 

まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響を受け、売上が減少した市内小規

模企業者の事業継続を支援するため、給付金を支給します。 

①対象者  以下の要件を全て満たす小規模企業者 

※小規模企業者…中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業

者のうち、常時使用する従業員の数が 20人（卸売・

小売業、サービス業は５人）以下で、市内に主たる

事務所又は事業所を有するもの 

・令和２年９月末日時点において、市内で事業を営んでおり、今後事

業を継続する意思があること 

・令和３年８月又は９月の売上高が、まん延防止等重点措置及び緊急

事態措置の影響により、前年又は前々年の同月比で 30パーセント

以上減少していること 

・前年又は前々年同月の売上高が 40万円以上であること 

     ※静岡県新型コロナウイルス感染症感染防止協力金の対象者、市内公

共交通事業継続支援給付金の支給者は対象外 

②給付金額 常時使用する従業員がいる小規模企業者 15 万円 

常時使用する従業員がいない小規模企業者 10万円 

※給付金の支給は１事業者につき１回限り 

③申請期間 10月４日(月)～12 月 10 日(金) 

④申請先  農業者：農林課農業振興係 TEL 0537-35-0938 

その他の事業者：商工観光課商工観光係 TEL 0537-35-0936 

 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策費用補助【菊川市商工会にて実施】 

※実施内容については、現在調整中のため、若干の変更が生じる場合があります。 

 

新型コロナウイルス感染症対策の進んでいない事業者を支援するため、新型

コロナウイルス感染症拡大防止に取り組むために要する経費の補助を行う。 

①対象者  市内に店舗、工場、事務所、営業所、その他商工会長が特に必要と

認める事業所 

②補助額  (ア)感染拡大防止用品購入費 

補助対象経費の２分の１ 

      (イ)PCR検査費用、PCR 検査キット・抗原検査キット購入費 

補助対象経費の 10 分の 10 

※(ア)(イ)ともに、従業員数等により１事業所当たりの上限金額を

設定予定。 

③申請期間 現在調整中（準備出来次第受付開始～年内締切予定） 

④申請先  菊川市商工会 TEL 0537-36-2241 



・ＨＰやＥＣサイトの開設・改修

・画像・動画等の撮影・加工等
にかかる経費に対し、補助金を交付します！

支援
内容

地域産品をPRするための

上限額

★申請期間
令和３年10月１日（金）
～令和３年12月28日（火）

※消印有効



0

お問合せ先

⚫ ホームページ・ E Cサイトの構築、改修、デザイン等に係る経費

⚫ ホームページ・ E Cサイト内において自社商品として販売する地域
産品の P R用画像又は動画の制作等に要する経費

⚫ その他、市長が必要と認める経費

※令和４年２月28日（月）までに支払いが完了していること

菊 川 市 役 所 建 設 経 済 部 商 工 観 光 課 産 業 振 興 係
〒 4 3 9 - 8 6 5 0 静 岡 県 菊 川 市 堀 之 内 ６１ 番 地
T E L : 0 5 3 7 - 3 5 - 0 9 3 6 F A X : 0 5 3 7 - 3 5 - 2 1 1 4
E m a i l : s h o u k o u @ c i t y . k i k u g a w a . s h i z u o k a . j p

地域産品を自社商品として販売する中小企業者及び個人事業者

菊川市では毎月第１火曜日に経営相談窓口を開設しております 。
販路拡大等、よろず支援拠点のコーディネーターがご相談にお答えします 。
ご予約は下記お問い合せ先までお願いします 。

静岡県よろず支援拠点

事前予約制

相談窓口

⚫ 菊川市内に事業所を有し、従業員等のうち１名以上が当該事業所
において業務に従事していること。

⚫ 業務を営むに当たり、必要な官公署の許可を受けている、又は必
要な官公署への届出を行っている事業者であること。

⚫ 菊川市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力
団員及び暴力団関係者に該当していない事業者であること。

⚫ 市税を滞納していない事業所 等

※詳細は市ホームページにてご確認ください。

相談無料

補助制度

令和３年 1 0月１日（金）～令和４年２月 2 8日（木）



まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う

菊川市小規模企業者応援給付金

まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響を受け、売上が減少した市内小
規模企業者に対し、給付金を支給します。

※常時使用する従業員数が２０人（卸売業・小売業又はサービス業は５人）以下で、
市内に主たる事務所又は事業所を有する事業者

■令和２年９月末日時点において市内で事業を営んでおり、今後事業を継続
する意思があること

■令和３年８月又は９月(対象月)の売上が、

令和２年又は令和元年の同月(比較月)比で していること

■令和２年又は令和元年の同月(比較月)の売上高が であること

対象 以下の条件を 満たす

■静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の対象者

■菊川市まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う市内公共交通事業継続支援給付金の支給者

ただし以下の項目に当てはまる場合は対象外とします

給付額 一律 常時使用する従業員（専従者含む）がいる場合

一律 常時使用する従業員がいない場合

※１事業者あたり１回まで

令和３年10月４日(月)～令和３年12月10日(金)申請期間
申請方法

申請者

必要書類
の準備

電子申請 or
郵送申請

審査 支給決定 口座振込

菊川市

申請先・問い合わせ先 （問い合わせ対応時間：平日 午前８時15分～午後５時）

農業者の方 農林課 農業振興係 TEL：0537-35-0938
その他の事業者の方 商工観光課 商工観光係 TEL：0537-35-0936

〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61
菊川市役所

詳細は市ホームページへ

菊川市 まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う

小規模企業者応援給付金 検索

感染拡大防止のため 又は にて申請してください
※郵送の場合は申請期間内の消印のみ有効です。

電子申請はこちらから↓

農林課宛 商工観光課宛



よくある質問

小規模企業者とは何ですか？ 本給付金における小規模企業者とは、中小企業者のうち、常時使用する従業
員が20人（卸売業・小売業、サービス業は５人）以下で、市内に主たる事務
所又は事業所を有するものをいいます。

常時使用する従業員とは何ですか？ 労働基準法第20条に基づく「あらかじめ解雇の予定を必要とするもの」を従
業員と解しています。日雇い、２ヶ月以内の期間限定の雇用、試用期間中等
は該当しません。また、会社役員や個人事業主は解雇される立場でないので、
常時使用する従業員には入りません。

売上減少率(％)はどのように計算しま
すか？

比較月の売上高 ー 対象月の売上高
比較月の売上高

で計算します。小数点以下切り捨てで30％以上減少が要件となります。なお、
対象月とは「令和３年８月又は９月」のことで、比較月とは「令和２年（又
は令和元年）の申請対象月と同月」となります。

比較月の売上高が40万円を超えていな
い場合は対象になりますか？

申し訳ございませんが、対象外となります。

１人で事業をしている場合は対象にな
りますか？

対象となります。本給付金は常時使用する従業員の有無により給付金額が異
なります。常時使用する従業員がいない場合は10万円となります。

市内に複数店舗を経営している場合、
どのように申請すればいいですか？

事業主が１人の場合、申請は１つとなります。店舗毎に事業主がおり、それ
ぞれで確定申告している場合、申請は事業主毎となります。

菊川市外に居住しており、菊川市内に
店舗がある場合、対象となりますか？

市内に主たる事務所又は事業所を有している場合、対象となります。

菊川市内に居住しており、菊川市外に
店舗がある場合、対象となりますか？

主たる事務所又は事業所が市外の場合は、対象外となります。

フランチャイズの店舗は対象となりま
すか？

本部とは別の法人が営んでいる場合は、対象となります。

申請からどれくらいで支給されます
か？

申請書提出から給付金支給まで、おおよそ３週間程度を想定しております。
書類審査の過程で書類等の再提出（追加提出）がある場合等は、３週間以上
の期間を要することになりますのでご注意ください。

別の給付金で使用した申請書類等は転
用してもらえますか？

菊川市がこれまでに行った新型コロナウイルス感染症に関連した給付金の事
業は、日数が経過しているものもありますので、改めて提出をお願いします。

国や静岡県が実施する支援金や給付金
と併給ができますか？

※併給 … 一緒に受給すること

国が実施する「月次支援金」と静岡県が実施する「静岡県中小企業等応援
金」は併給ができます。なお、静岡県が実施する「新型コロナウイルス感染
拡大防止協力金」とは併給できません。
市が令和３年４～６月に実施した「菊川市新型コロナウイルス感染症対策小
規模企業者応援給付金」の受給者については、今回の要件を満たしている場
合は申請可能です。

① 小規模企業者応援給付金申請書兼請求書（様式第１号）
② 対象月と比較月の売上が確認できる書類

例：売上台帳、帳簿、損益計算書、試算表、
確定申告書の写し(青色申告決算書又は収支内訳書を含む)

③ 所在地や事業開始日が分かる書類
例：登記簿謄本、開業届の写し

個人事業主・農業者は令和２年分確定申告書の写し
④ 振込先口座が分かる通帳等の写し（表紙と口座名義人等が分かるページを添付）

＜常時使用する従業員（専従者含む）がいる場合＞
⑤ 申請時の従業員数が確認できる書類（様式自由）

添付された確定申告書の従業員数・専従者数から変更がない場合は不要

※その他に必要に応じて書類提出を求める場合があります。

必要書類
申請書様式は、菊川市ホームページからダウンロードできます。
または各申請先までご連絡いただけましたら、申請書類を郵送いたします。

ご不明点等ございましたら、表面記載の各問い合わせ先までご連絡ください。

×100



資料３ 

菊川市長定例記者会見【令和３年 10月 13日】 

新型コロナウイルスワクチン接種に関する 

菊川市の状況について 

担当：健康福祉部健康づくり課（TEL:0537-37-1112） 

１ 主旨・目的 

新型コロナウイルスワクチン接種について、本市の状況をお知らせします。 
 

２ 概要 

（１） 菊川市のワクチン接種状況について 

  本市では、ワクチン接種を希望する市民の皆さんの接種を 11 月末までに完了するこ

とを目指し、医師会や薬剤師会、市立総合病院をはじめとする関係団体・関係機関の皆

さんと連携しながら集団接種、個別接種等を計画的に進めてきました。 

特に、集団接種においては、これまでの「菊川文化会館アエル」と「中央公民館」の

２会場を、９月 22日から「市民総合体育館」に集約し、１日あたりの接種回数を増加さ

せることで、より一層の早期接種を図っています。 

 

① 全人口及び 12歳以上の接種実績               （１０月１１日現在） 

区分 対象者数 
（令和３年１月1日現在） 

１回目接種 ２回目接種 

接種者数 接種率 接種者数 接種率 

全人口 48,２90人 3６，２６４人 7５.１０％ 2８,４０８人 5８.８３％ 

12歳以上 43,021人 3６,２６４人 ８４.２９％ 2８,４０８人 6６.０3％ 

                                          

② 年代別接種実績                       （10月８日現在） 

６５歳以上 13,116人 12,30２人 93.７９％ 12,16７人 92.7６％ 

60歳～64歳 2,896人 2,60５人 ８９.９５％ 2,55５人 88.２３％ 

50歳～59歳 5,476人 4,9５３人 90.４５％ 4,7４６人 86.６７％ 

40歳～49歳 6,785人 5,7６５人 84.９７％ 4,６１９人 6８.０８％ 

30歳～39歳 6,069人 4,４５６人 7３．４２％ 1,５１１人 24.９０％ 

20歳～29歳 4,864人 2,４４２人 ５０．２１％ 1,２３４人 2５．３７％ 

12歳～19歳 3,815人 2,２３５人 5８．５８％ ７１６人 1８．７７％ 

 

 



（２） 今後の接種見込みについて  

本市における 12歳以上の全世代の接種率は、11月末時点で、２回目接種が約 85％超

となる見込みです。 

今後の接種体制につきましては、市民総合体育館に設置している集団接種会場は、12

月から開設日時を縮小する予定です。接種を希望される方は、11月中に２回目の接種が

完了するように、11月７日（日曜日）までに１回目の予約をお願いします。 

なお、引き続き 12月以降も、新たに 12歳に到達される方や事情により接種できなか

った方への接種機会を確保します。 

 

 回数 
１０月 １１月 1２月以降 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬  

集団接種 

（４回／週） 

１回目        

２回目        

集団接種 

（１回程度／週） 
－       

 

  



資料４ 

菊川市長定例記者会見【令和３年10月13日】 

「令和４年菊川市成人式」の開催について 
担当：教育文化部社会教育課社会教育係 （TEL 0537-73-1114） 

１ 主旨・目的 

令和４年菊川市成人式は、新型コロナウイルス感染症対策のため、午前・

午後の２部制に分散し、内容の簡略化により時間を短縮して開催します。 

２ 概要 

（１）日時 

 令和４年１月９日（日） 

・第１部（対象：菊川地域）10：00～10：45 （開場９：15） 

・第２部（対象：小笠地域）13：00～13：45 （開場12：15） 

（２）会場   

菊川文化会館アエル大ホール（菊川市本所2488-2） 

（３）対象者  

平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれの方で、菊川市の住民基本 

台帳に登録されている方及び市外在住で菊川市成人式への参加を希望 

される方 

※対象者数は480人（令和３年10月１日現在 外国人含む） 

（４）実施方式 

①３密を避けるため、原則として新成人のみの参加とします。 

②案内状は11月上旬に発送を予定しています。 

③式典後の「アトラクション」と「記念写真撮影」は実施しません。 

   ④会場内の常時換気、入場時の手指消毒、検温、マスクの常時着用等、 

感染防止対策を実施します。 

⑤感染症拡大の状況によって、変更または中止する場合があります。 

菊川市ホームページで最新の情報をご確認ください。 

 



資料５ 

菊川市情報発信資料 

 

情報提供日：令和３年 10月 13日 

問い合わせ：建設経済部商工観光課  

産業振興係（℡：0537-35-0936） 

 
送信者：菊川市秘書広報課（0537-35-0924） 

（件名）観光看板を復活させたい！ 

看板修復のための、ふるさと納税ガバメントクラ

ウドファンディングによる寄附金を募集中です！ 

  

(市内初 ・ 中東遠初 ・ 県西部初 ・ 県内初 ・ 全国初 ・ 珍しい) 

  

１ 主旨 
老朽化が進む観光看板を修復するため、ふるさと納税ガバメントクラ

ウドファンディングで資金を募ります。 
 

２ 目的 
①老朽化した観光看板を修復することで、菊川市を訪れた人に対し、

わかりやすい情報を提供できる環境を整備します。 

②老朽化した観光看板を修復し、国の重要文化財「黒田家代官屋敷」

をはじめとする歴史と魅力ある市内観光地を案内するのにふさわし

い看板へと再生させることにより、観光地全体の活性化につなげま

す。 

※事業を通じ①、②の目的を達成するため、ふるさと納税版ガバメント

クラウドファンディングで資金を募ります。 

 

３ 概要 
（１） 寄附金募集期間 ９月１日～10月 31日 
 

（２） 内容  

寄附金募集サイト：ふるさとチョイス（右記 QRコード） 

目標金額：100万円 

※10月８日時点での寄付額 209,000 円 

寄附金の使い道：観光看板の修復費用 

看板の修復作業：12月～（予定） 
 

（３） 問い合わせ  市商工観光課（TEL35-0936） 



資料６ 

菊川市情報発信資料 

 

情報提供日：令和３年 10月 13日 

問い合わせ：健康福祉部長寿介護課  

高齢者福祉係（℡：0537-37-125４） 

送信者：菊川市秘書広報課（0537-35-0924） 

（件名）  

静岡県立小笠高等学校で 

認知症サポーター養成講座を開催します 
  

(市内初 ・ 中東遠初 ・ 県西部初 ・ 県内初 ・ 全国初 ・ 珍しい) 

  

１ 主旨・目的 

    認知症になっても安心して暮せる街づくりを目指し、菊川市の未来を

支える大事な存在である高校生に、認知症や高齢者の特性を正しく理解

してもらい、積極的に高齢者に声をかけ、必要に応じて手助けをするた

めの対応スキルの習得してもらうことを目的としています。 
 

２ 概要 

（１） 日 時  ①10月 25日（月）午後 １時 30分～ ３時 20分 

         ②11月 11日（木）午前 10時 55分～12時 45分 

 

（２） 会 場  静岡県立小笠高等学校 １３６教室 

住所：菊川市東横地 1222-3番地 

 

（３） 参加者  同学校生徒 ①２年生 18人  ②３年生 15人 

 



（４） 内容・日程 

①10月 25日（月） ※２年生 

13:30～ 自己紹介・講座の説明 

13:35～ 認知症の理解（講義） 

      14:05～ 休憩 

      14:10～ グループワーク  

           ①地図で目的地を探す  ②伝達ゲーム 

           ①、②について感じたことや対応方法について共有 

      15:00  まとめ 

      15:10～ 各種紹介（地域包括支援センター、介護マーク、わんパト等）     

      15:20  終了 

   

②11月 11日（木） ※３年生 

10:55～ 自己紹介・講座の説明 

11:00～ 認知症の理解（講義） 

      11:30～ 休憩 

      11:35～ グループワーク  

           ①地図で目的地を探す  ②伝達ゲーム 

           ①、②について感じたことや対応方法について共有 

      12:25  まとめ 

      12:35～ 各種紹介（地域包括支援センター、介護マーク、わんパト等）     

      12:45  終了 

 

      ※講座内容については、変更が生じる場合があります。 

 

（５） 主催者 菊川市長寿介護課高齢者福祉係（℡ 0537-37-1254）  



資料７ 

菊川市情報発信資料 

 

情報提供日：令和 3年 10月 13日 

問い合わせ：企画財政部企画政策課  

ICT 推進係（℡：0537-35-0900） 

送信者：菊川市秘書広報課（0537-35-0924） 

（件名） みんなで育てるチャットボットが 

成長しました 

１ チャットボットとは 

「菊川市のチャットボット」は、ホームページ上のチャット画面で、表示さ

れた選択肢を選択するか、直接質問を入力すると、ＡＩが言語を解析し、あら

かじめ用意してある答えを会話形式で自動応答していき、市ホームページの関

連情報ページに誘導します。 

２ 目的 

 令和元年５月から導入している、AI チャットによる市公式ホームページでの

問い合わせ応答サービスにおいて、今までの会話実績をもとに改善を行いまし

た。表示する選択肢を再検討し、画面が見やすくなりました。 

 導入から９月末日までの会話総数は 41,374件です。今後も利用状況を確認し、

使いやすく、親しみやすいチャットボットを目指します。 

３ 変更内容 

・一度に画面に表示する選択肢の数を減らしました。 

・チャットボットのキャラクターが成長しました。 

４ 問合せ先 

      

企画財政部企画政策課 

ICT 推進係 

（℡0537-35-0900） 
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